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薬局における BCP 策定の必要性  
－人命を守り、事業を永続するために－ 
 

第 4回（2015/06/22）  
ガイドラインを活用した BCP 策定のコツ 

株式会社実務薬学総合研究所 譜久村岳彦 

 
 
今回は、薬局 BCP のガイドラインとして唯一公表されている、東京都福祉保健局が作成した「災害時

の薬局業務運営の手引き ～薬局 BCP・地域連携の指針～」（以下、手引きと言う）を活用した BCP
策定のコツを説明します。 
 
東京都福祉保健局では、この手引きのほかに救護所での薬剤師の活動内容をまとめた「災害時におけ

る薬剤師班活動マニュアル」も掲載しています。ぜひご参照のうえ、本レポートをご活用いただけれ

ば幸いです。 
 

 （参考）東京都福祉保健局「災害時の薬局業務運営の手引き ～薬局 BCP・地域連携の指針～」 
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/kyuukyuu/saigai/yakkyokubcp.html 
 
（参考）東京都福祉保健局「災害時における薬剤師班活動マニュアル」 
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/kyuukyuu/saigai/yakuzaishihan-manual.html 

 
 
 

手引きとは 
 
東京都は、首都直下地震が発生した場合の負傷者を約 15 万人弱と想定しています。負傷者の数は他の

道府県よりも多く、その負傷者への対応を医師・看護師とともに薬剤師が担うため、東京都福祉保健

局では薬剤師の役割と地域との連携について、手引書として明確化しています。 
 
現在、薬局 BCP 策定のガイドライン、地域連携について詳細を説明しているのはこの手引きしかあり

ません。東京都以外の道府県では、東京都より被害想定の規模は小さくなりますが、たいへん参考に

なると思いますので活用してみてください。 
 
なお、新型インフルエンザに関する BCP は、日本薬剤師会より公表されています。こちらも併せてご

参考にしていただければと思います。 
 
（参考）日本薬剤師会 各種資料「新型インフルエンザ等対策業務継続計画」 
http://www.nichiyaku.or.jp/action/wp-content/uploads/2015/01/inful.pdf 
 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.j
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/kyuukyuu/saigai/yakuzaishihan
http://www.nichiyaku.or.j
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手引きの特徴 
 
手引きでは、首都直下地震を想定し、「各薬局が早期に復旧し業務を継続すること」と「地域の医療救

護活動に参加すること」の 2 つについて説明しています。また、地域の医療救護活動に参加するには

地域防災計画も必要になるため、その解説もしています。 
 
手引きの構成は、下図のように「発災前」「発災から 1 週間」「1 週間以降」と 3 つの時間軸に分けて、

それぞれにおける薬局の対応と地域との連携を整理しています。 

 

出典：災害時の薬局業務運営の手引き 
 
薬局 BCP 策定については、「第 3 章 事前準備」以降に説明されていて、付録として「BCP 作成ガイ

ド」でより詳細な説明がされています。東京都福祉保健局のホームページには、Word 版も掲載されて

いるため、ダウンロードして自薬局用に加工できます。 
また、「第 5 章 資料編」には「災害時に調剤活動に関する過去の通知」「災害時に必要な医薬品」等

も掲載されていますので、これまで経験のない方でも過去のノウハウを活用しながら準備ができるで

しょう。 
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手引きを使用した策定のコツ 
 
この手引きを使用して薬局 BCP を策定する場合、「第 3 章 事前準備」から読み始めて策定すると良

いでしょう。 
その理由は、「第 2 章 地域防災計画と災害時の薬局の役割」における各市区町村の地域防災計画の確

認から取り掛かると相当の時間がかかり、薬局 BCP 策定までなかなかたどり着かず、混乱してしまう

ことが多いからです。 
 
まずは、薬局 BCP について「第 3 章 事前準備」と「第 4 章 発災後の対応」で概要を把握します。

次に、付録「BCP 作成ガイド」でより具体的に策定していきます。策定の流れは、下記の 8 つのステ

ップで進めていきます。 

 
出典：災害時の薬局業務運営の手引き 
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8 つのステップの確認ポイント 
 
手引きの前提は、単店舗経営の薬局で、目標復旧時間（目標復旧時間と記載はありませんが内容を読

み解くと）は 6 時間に設定されています。複数店舗の薬局を経営している方は、「優先して継続・再開

したい店舗を選定し薬局 BCP を検討する」と考えるとイメージしやすいです。 
 
各ステップでは詳細に説明がありますが、ここでは主に追加で検討してもらいたい項目や確認してお

きたいポイントを整理していきます。 
 
【ステップ 1】基本方針の策定 
基本方針をもとに BCP を策定しますので、手引きに記載されている基本方針がすべてになると思い

ますが、薬局に経営理念がある場合、経営理念も考慮してください。 
 

【ステップ 2】被害の想定 
第 2 回で説明したように厳しめの被害想定をしてください。手引き内で電気は 72 時間（3 日）で復

電になっていますが、停電の想定は厳しめに 7 日にすると良いでしょう。表 9、10「従業員の参集

状況の想定例」は薬局で確実に作成してください。この表を作成することで、業務を継続・再開さ

せる上で勤務体制の検討が可能になります。 
 

【ステップ 3】業務の把握 
たいへん細かく業務を記載していますので、業務の流れについて再確認をしてください。表 11「通

常業務、応急業務の把握と災害時の優先業務（記載例）」にある調剤業務「処方箋の受付・入力」は

「受付」と「入力」に分けると、停電時「入力」は「×」になりますので優先業務に該当しなくな

ります。 
 

【ステップ 4】業務資源の把握 
優先業務に必要な経営資源を「ヒト」「モノ」「情報」「ライフライン」で洗い出しを行いますが、洗

い出した経営資源の数量も一緒に記載すると良いでしょう。ステップ 6 の業務継続目標の設定にお

いて詳細に決定できます。 
 

【ステップ 5】リスクの評価 
薬局の経営資源毎に被害想定をして、その対策を検討・評価します。ステップ 2 と混同しやすいの

ですが、対策実施後の使用可・不可の判断をします。例えば、電子天秤が落下破損すると想定され

るため、その対策として固定化を検討します。しかし、固定することで使用可になりますが、停電

の場合は使用不可になると評価します。 
 

【ステップ 6】業務継続目標の設定 
業務継続目標と記載していますが、目標復旧時間とは違います。第 3 回で目標復旧時間とレベルを
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決定後、その対策を検討すると説明しましたが、ここではサービスレベルの手段、内容を変更等し

て業務を継続すると説明していますので、まず、目標復旧時間とレベルを決定してください。 
 

【ステップ 7】対策の検討 
事前対策の検討になります。表 15「対策例」がありますが、対策を検討する際はより具体的に検討

する必要があります。例えば、「薬剤師及び事務員の不足」の対策において「近接の店舗スタッフに

よる応援」とありますが、もう一歩踏み込んで、地震発生時の連絡ツールや応援人数等も検討して

ください。 
 

【ステップ 8】BCP 文書の作成 
付-20 ページ以降に添付されている様式を使用して文書化します。様式内には、散剤、計数、液剤、

外用調剤ごとの経営資源、想定被害、事前対策、行動計画が記載されていますので、たいへん参考

になります。 
 

このステップを踏んで薬局 BCP を策定していきますが、地域防災計画で求めている救護所への派遣と

災害対策本部計画が不足しています。必要な薬局は、第 3 回で掲載した「応急救護所支援計画」と「災

害対策本部計画」で検討して追記してください。 
 
 
 
なお、手引きでは詳細な説明が記載されていませんが、BCP 活動を定着するための運用と見直しにつ

いて、「PDCA サイクルを繰り返す」必要があります。下図の PDCA サイクルを根付かせることで、

自薬局の BCP の完成度は上がっていきます。 

 
PDCA サイクルの詳細は、「第 5 回 あなたを守る、企業を守るために必要な事」において詳しく解説

いたしますので、今回は割愛させていただきます。 
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第 4 回まとめ 
 
BCP 策定の手法や用語の使い方等は、各省庁が出しているガイドラインやコンサルタント会社でも、

違うことがあります。この違いに戸惑う方もいらっしゃいますが、BCP は「人命を守りながら事業を

継続するための行動計画」ということは一致していますので、心配はいりません。 
 
薬局 BCP の策定において、何を参考にするかは、策定しやすさや手法の分かりやすさ、文書構成等を

比較しながら選択してみてください。 
 
既に手引きを使用して BCP を策定した薬局は、まず、周知の意味も含めて薬局の全員で読み合わせを

してください。何度も説明していますが、BCP は届出用の書類ではありません。読み合わせをするだ

けでも、問題点や改善点が必ず出てきます。その対策を再検討し、BCP の変更・修正をすることで、

薬局に合った計画になっていきます。 
 
次回は、最終回「第 5 回 あなたを守る、企業を守るために必要な事」と題して、策定後の BCP 活動

を定着させるための PDCA サイクル、訓練のコツや年間計画等について解説していきます。 
 

－ 以 上 － 
 

著者プロフィール 

譜久村 岳彦（ふくむら たけひこ） 
1964 年生・沖縄県出身・趣味は映画鑑賞 

 
私は、病院勤務の経験を活かし、医療・介護業界を中心に BCP 策定の

お手伝いをしています。届出用の BCP ではなく、有事の際、機能する

魂の入った BCP 策定支援を信念に、大学病院、赤十字病院、クリニッ

ク、薬局、介護施設等多数の実績があります。 
 
今回の連載に際し、具体的な策定ポイントを皆様にお伝えして、医療・介護業界に BCP の重要

性・必要性を理解してもらい、浸透させることができれば幸いです。そして、有事に患者さんの

ために活動する薬局が少しでも増えるように、様々なご支援をしていきたいと思っています。 
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